
給与支払報告書の提出について（お願い） 
 

平素より、市県民税の課税事務につきまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、令和７年中の給与受給者（従業員等）について給与支払報告書を作成し、ご提出

をお願いします。対象者がいない場合は、お手数ですが処分をお願いします。（昨年度提

出実績がある事業所へ送付しております。） 

【 提出対象給与受給者 】 

令和７年中（１月１日～１２月３１日）に給与の支払いを受けた、令和８年１月１日現
在（退職者は退職日現在）、神埼市に在住のすべての従業員について提出してください。 
※ 契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず提出が必要です。 

※ 給与支払額の多少に関わらず提出してください。 

※ 退職者のうち給与支払額が３０万円を超える場合は提出が義務付けられていますが、

３０万円以下の方についても、適切な課税の観点から提出のご協力をお願いします。

（地方税法第３１７条の６） 

※  

【 提出先 】 

〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴 3542 番地 1 
神埼市役所 税務課 市民税係    TEL：0952-37-0114 

※ 給与受給者が令和８年１月１日（又は退職時）現在居住する市区町村に提出してくだ

さい。 

住民登録地と実際の居住地が異なる場合は、二重課税を防ぐため、給与受給者の現住

所の確認を行ってください。 

【 提出期限 】 

令和８年２月２日（月） 
期限内のご提出にご協力をお願いします。期限を過ぎて提出された場合は、当初の税額

決定通知に内容を反映できない場合があります。また、給与支払報告書提出後に退職・転

勤等の異動が生じた場合は速やかに給与所得者異動届を提出してください。 

 

【 提出書類について 】 
● 総括表 

● 給与支払報告書 

● 普通徴収申請書（普通徴収の給与受給者がいる場合） 

次の順に並べ、提出してください。 

① 総括表 

② 給与支払報告書（特別徴収分） 

③ 普通徴収申請書 

④ 給与支払報告書（普通徴収分）            
                     ※ホチキス等でまとめていただけると助かります 

②給与支払報告書（特別徴収分）

①総括表

④給与支払報告書（普通徴収分）

③普通徴収申請書

作成の留意点 
 

 例年、誤りの多い点を記載しています。必ずご確認ください。  

【 総括表について 】 
● 独自の様式を使用する場合は、神埼市から送付した総括表もあわせてご提出ください。 

税理士事務所等に依頼される場合、同封の総括表を税理士にお渡しください。 

● 総括表の所在地・名称・郵便番号、記載内容に変更がある場合は、朱書き訂正してく

ださい。 

● 内容についてお尋ねする場合がありますので、「連絡者の氏名」の欄は明記してくだ

さい。 

● 提出前に、報告人員数と給与支払報告書（個人別明細書）の枚数が一致することをご

確認ください。 

● 納付書の要・不要は５月以降の税通知送付の際に反映されますのでご留意ください。 

【 給与支払報告書（個人別明細書）について 】 
● 次の情報は、必ず記載してください。（個人の特定および適正な課税事務処理のため） 

  給与受給者、被扶養者氏名のフリガナ 

  給与受給者の生年月日 

  給与受給者、被扶養者の個人番号（マイナンバー） 

  生命保険料の金額の内訳（該当者のみ） 

  住宅借入金特別控除の内訳（該当者のみ） 

  前職分の給与等を合算している場合は、「前職の支払者」「給与支払額」

「社会保険料額」「源泉徴収税額」（「摘要」欄に記載） 
● 令和８年度の様式を使用してください。 
● 「配偶者の合計所得」は配偶者特別控除額を算定する際に使用します。収入金額（総

支給額）ではありません。 

● 青色事業専従者の給与も提出が必要です。「種別」欄に「専従者給与」と記載してく
ださい。 

● 変更して再提出する場合は、「摘要」欄に朱書きで「訂正」と記載してください。 

【 市県民税の特別徴収の適正化 】 

佐賀県と県内すべての市町は特別徴収の適正化に取り組んでおります。給与所得者の市

県民税の特別徴収は、地方税法第３２１条の３、同法第３２１条の４により、原則として

所得税の源泉徴収義務者である事業主の方に義務付けられています。皆様のご理解とご協

力をよろしくお願いします。 

 

 
給与支払報告書の詳細な書き方につきましては、国税庁 HPの 
『令和７年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の 

手引き』や『令和７年分年末調整のしかた』をご参照ください。 



総括表の記載例 給与支払報告書の記載例
特別徴収
事業主（給与支払者）が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員（納税義務者）に
代わり、毎月の給与から個人住民税を天引きして納入していただく制度。
◎所得税の源泉徴収義務のある事業主（給与支払者）は、従業員（納税義務者）
の個人住民税を特別徴収することが地方税法第321条の4により義務付けられてい
ます。
普通徴収
「特別徴収」以外に、市から送付される納税通知書や口座振替で個人が納付する方法。
◎退職者や給与の支払いが不定期の従業員等が対象となります。

神埼市長様

指定番号　　　　　　　8123456

事業所名　　　　株式会社　●●

この用紙以降の者は、下記理由で特別徴収できないため、普通徴収として申請します。

略号 申請理由（下記７項目以外の理由は不可） 人数

Ａ 給与の支払期間が１月を超える期間によって定められている給与のみ 人

Ｂ 事業専従者（事業主が個人の場合のみ該当） 人

Ｃ 総受給者数（乙欄・退職者を除いた合計）が２名以下 人

Ｄ 退職している（又は５月末日までに退職予定） 3　人

Ｅ 給与が少なく個人住民税額が引ききれない 人

Ｆ 給与の支払いが不定期又は通年の雇用ではない 人

Ｇ 他の事業所で特別徴収をする（乙欄該当者） 人

普通徴収申請者　合計人数 3　人

0

　令和８年度　給与支払報告書（総括表）

指　定　番　号
神埼市長様

8123456
　　年　　　月　　　日提出

給 与 の 支 払 期 間 R７　年　　1 月分から　12 月分まで　

給 与 支 払 者 の
個人番号又は 法人番号 5 0 0 0 0 4

フ リ ガ ナ カブシキガイシャ　●●
事 業 種 目 サービス業

給 与 支 払 者 の
名 称 又 は 氏 名 株式会社　●●

全 従 業 員 数

2 0 4 1 2 1

20 人

フ リ ガ ナ サガケンカンザキシカンザキマチツル
報
　
告
　
人
　
員

特別徴収
（給与天引）

9 人

同 上 の 所 在 地

佐賀県神埼市神埼町
鶴3542番地1

給 与 支 払 者 が
法 人 で あ る 場 合
の 代 表 者 の 氏 名

代表取締役　神埼　太郎 合計 12 人

普通徴収
（個人納付）

※退職・乙欄等
3 人

郵便番号 842-8601

連 絡 者 の 氏 名 、
所 属 課 、 係 名 、
及 び 電 話 番 号

総務 課 人事 係

関 与 税 理 士 氏 名 納入書の送付 必要　・　不要
電話

    合算している
   ⇒摘要欄に記載が必

    要です。

　　　　　　　　・

   合算していない

氏名 神埼　花子

電話 0952-37-0114

前 職 給 与 額
の 合 算 有 無

給与支払報告者の中で、前職分給与を含

めて年末調整をしている者がいる場合は

「合算している」を囲んでください。

神埼市での特別徴収義務者番号です。

特別徴収の納付書が不要の場合は、

「不要」を囲んでください。

内 円 円 円 内 円

円 人 人 人 内 人 人 人

千

円 円 円 円 円

年 月 日 円

円 年 月 日 円

円 円 円

円 円

11

従人 人

2

4 5

社会保険料等の金額
内

国民年金
保険料等
の金額

7 8

　ゴロウ
区
分氏名 　一郎 氏名 　五郎

旧長期損害
保険料の金額

基礎控除の額
所得金額

調整控除額

(役職名)

特　　別

5 6 7 8 9

従人

2
住宅借入金等特別控除の額地震保険料の控除額生命保険料の控除額

千 円

000

1 2

120

0

氏
　
名

（フリガナ）

16歳未満
扶養親族

の数

障　害　者　の　数
（ 本 人 を 除 く。 ）

非居住者
である

親族の数

1 2 3 4

千 円

000

千 円

10050 21

※ ※種　　別 ※整　理　番　号 ※

7

カンザキ　タロウ

神埼　太郎

 種　　　　　　別 支　　払　　金　　額
給与所得控除後の金額

（調　整　控　除　後）
所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

給料・賞与 7,074,500 5,267,050 5,735,704 0

 
給
与
支
払
報
告
書

（
個
人
別
明
細
書

）

支 払

を受
け

る者

住
 

所

※区 分 （受給者番号）

　佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1

（個人番号）

 (源泉)控 除 対 象配 偶 者

特定親族等特別控除の額

5

の有無等 老人
その他

従有有

配 偶 者
（特 別）

控 除 の 額

380,000

控  除  対  象  扶　養　親　族　の　数
（   配   偶   者   を   除   く   。  ）

特　　　定 老　　　人 その他 特　　親
従人 内 人 従人

（摘要）

　　　（1）　九郎（41）　　　　　（2）　十郎　　　(3) 十一郎（年少）
　　　前職分　（株）○○商事　給与450,200　社保48,380　源泉4,500

生 命 保 険
料 の 金 額

の 内 訳

新生命保険料
の金額 180,000

旧生命保険料
の金額 100,000

介護医療保
険料の金額 90,000 新個人年金

保険料の金額 360,000
旧個人年金

保険料の金額 180,000

住 宅 借 入
金 等 特 別
控 除 の 額

の 内 訳

住 宅 借 入 金
等 特 別 控 除

適 用 数
2

居 住 開 始
年 月 日
（1 回 目）

30 1 10
住 宅 借 入 金
等 特 別 控 除
区 分（1 回 目）

住（特）
住 宅 借 入 金
等 年 末 残 高

（1 回 目）
11,500,000

住 宅 借 入 金
等 特 別 控 除

可 能 額
205,000

居 住 開 始
年 月 日
（2 回 目）

3 8 20
住 宅 借 入 金
等 特 別 控 除
区 分（2 回 目）

増（特）
住 宅 借 入 金
等 年 末 残 高

（2 回 目）
9,000,000

（源泉・特別）
控除対象
配偶者

（フリガナ） 　ハナコ
区
分 配 偶 者 の

合 計 所 得 840,000
氏名 　花子

個人番号 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7

（フリガナ） 　ジロウ
区
分 01

2

（フリガナ） 　ロクロウ

6 7 8 9 0 1 2 3 4

氏名 　二郎 氏名 　六郎
個人番号 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4

1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族

1

（フリガナ）

1 2 3 4 5 個人番号

　シロウ
区
分

10
4

（フリガナ）

個人番号

5 6

8

（1）
876543210987
（2）
765432109876

9 0 1 2 3 4 5 6 7

区
分

7 8 9

○
区
分

3

（フリガナ） 　サブロウ
区
分

3

（フリガナ） 　シチロウ

8 4 3 2 1

氏名 　三郎 氏名 　七郎
4 5 6 73

4

（フリガナ）

9 0

8 9

5人目以降の16歳未満の
扶 養 親 族 の 個 人 番 号個人番号 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 個人番号 9 0 1 2 8

　ハチロウ
区
分 （3）

65432109876
5

氏名 　四郎 氏名 　八郎

個人番号 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 個人番号 9 8

（
市
区
町
村
提
出
用

）

未
成
年
者

外

国

人

乙

欄

本人が障害者 ひ
と
り

親

勤
労
学

生

中 途 就 ・ 退 職 受　給　者　生　年　月　日

特
別

そ
の
他

就職 退職 年 月 日

寡

婦

災

害

者

死
亡
退
職

元号

昭和

（電話）

0 9

年 月

控
除
対
象
扶
養
親
族

1

（フリガナ） 　イチロウ
区
分

2

5 人 目以 降 の 控 除 対 象
扶 養 親 族 の 個 人 番 号

個人番号 3

日

　佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1

○ 7 4 1

支
　
払
　
者

個人番号又は
法 人 番 号

5 0 0 0 0 2 0

0952-37-0114氏名又は名称 　株式会社　●●

4 1 2 1 0 4 （右詰で記載してください。）

住所（居所）
又は所在地

45 6 7

7 6 5

1 1,084

円

604

千

040

円

000

「配偶者の合計所得」を記入してくだ

さい。

収入（総支給額）ではありません。

受給者本人が、R7.12.31時点で該当

する場合は○を記入します。

摘要欄 ②

【前職分給与がある場合】

前職の給与支払者・給与支払額・

社会保険料・源泉徴収税額を必ず

記載してください。複数事業者が

ある場合は、それぞれ記入が必要

です。

障害者の数

【特別（人）】欄

同一生計配偶者または扶養親族

のうち特別障害者の人数

【特別（内）】欄

上記の者のうち、給与受給者、

配偶者または、給与受給者と生

計を一にするその他の親族のい

ずれかと同居している人数

【その他】欄

特別障害者以外の障害者の人数

※16歳未満の扶養親族で障害者

の方も人数に含みます。

生命保険料等、住宅借入金等特別控除額の内訳

住民税の課税に影響しますので、控除がある場

合は必ず内訳を記入してください。

控除対象扶養親族の数

【特定】欄

H15.1.2～ H19.1.1生まれの人数

【老人】欄

S31.1.1以前生まれの人数

【老人（内）】欄

老人扶養に該当する直系尊属（父・

母・祖父・祖母など）のうち、同居し

ている人数 ※叔父・叔母等は除外

【その他】欄

H22.1.1以前生まれで上記以外の人数

支払いを受ける者の生年月日

は必ず記入してください。

支払を受ける者

対象者の氏名・フリガナ・住所（R8.1.1時点）・個人番号は正しく記入してく

ださい。

配偶者特別控除の場合、この欄に

〇はつきません。

詳細な書き方につきましては、国税庁HPの『令和7年分給与所得
の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き』や
『令和7年分年末調整のしかた』をご参照ください。

控除対象配偶者、扶養親族

氏名・フリガナ・個人番号を必ず記入

してください。

※国外居住者は「区分」欄に該当の番

号（01～04）を、１６歳未満扶養親族

で国外居住者は○（マル）をつけてく

ださい。詳細な区分は上記国税庁HP等

をご参照ください。

※扶養親族が記入欄数を超える場合は、

摘要欄に記入し、国外居住者・年少扶

養者の場合はその旨補記してください。

また、「5人目以降の控除対象扶養親

族の個人番号」欄に対象者の個人番号

も記入してください。

普通徴収を認める基準に該当する

従業員がいる場合は、給与支払報

告書とこちらの「普通徴収申請
書」を提出してください。※提出
がないと特別徴収になる場合があ

ります。

給与支払報告書の摘要欄には、普

通徴収申請理由となった略号（Ａ

～Ｇ）を記入してください。

特定親族特別控除の場合、この欄

に数字を記入してください。

摘要欄 ①

【控除対象親族が5人以上いる場合】

氏名の後には控除対象の区分がわかるよ

うに記載してください。


